
 

庁舎清掃業務委託仕様書 

 

秋田労働局（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託す

る、甲の所有管理に属する清掃対象に対する清掃業務（以下「業務」という。）

については、本仕様書に基づくこととする。 

 

１ 業務の名称 

令和８年度秋田労働局及び管内各労働基準監督署並びに各公共職業安

定所庁舎清掃業務委託一式 

 

２ 履行場所 

別添１－１「庁舎清掃業務委託先一覧表」のとおり 

 

３ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 

４ 委託作業の詳細 

（１）日常清掃として来庁者との共有部分の清掃を行うが、詳細は、別添２

「各施設別清掃作業基準表」及び別添３「各施設別平面図」のとおり。 

（２）作業開始は、令和８年４月１日からとする。 

（３）本仕様書は清掃業務の大要を示すものであり、本仕様書に記載のない

事項であっても、各施設が美観又は庁舎衛生上の観点から必要と認め

た作業については、落札者が契約金額の範囲内で実施しなければなら

ない。 

 

５ 清掃作業全般について 

（１）作業は、原則、別添２「各施設別清掃作業基準表」のとおりの時間で

実施することとするが、実施にあたっては、各施設と十分な協議を行

い決定すること。（協議の結果、庁舎の実情により作業時間が前後する

ことがある。） 

（２）作業員の人数は、別添２「各施設別清掃作業基準表」のとおりとする。 

（３）使用器具・機材・洗剤等作業遂行上必要となる物品及び玄関・通用口

マット（一部の施設）については、受託者の負担とする。ただし、ゴ

ミ袋、手洗い石鹸、トイレットペーパーなどの消耗品は委託者にて準

備する。（玄関・通用口マットの設置先、枚数等は別添４のとおり） 

（４）業務に必要な水道設備及び電気設備の使用料は委託者にて負担する。 



 

（５）受託者は、各庁舎の担当者と業務における留意事項（清掃区域の確認

など）について十分な打合せを行うこと。また、必要に応じて、各庁

舎の担当者と業務における調整を行うこと。 

（６）受託者は、各庁舎及び秋田労働局総務部総務課会計第一係に対し、作

業責任者及び作業員が記された名簿（様式任意）を契約後直ちに提出

すること。また、名簿に記された者に変更がある都度提出すること。 

（７）作業終了後は、作業が終了した旨を各庁舎の担当者に報告し、別添５

「作業確認書」へ各庁舎の担当者より確認印を得ること。なお、別添

５「作業確認書」は請求書に添え会計第一係へ提出すること。 

 

６ 機密保持および作業員に関する事項 

（１）受託者は作業員の身元、風紀、衛生及びその他規律に関する一切の責

任を負うこと。 

（２）作業中に知り得た行政情報は部外秘とし、個人情報の漏洩等が起こら

ないようにすること。 

（３）受託者は、作業員に対して安全衛生及びその他業務上、必要な事項に

ついての指導及び教育を徹底すること。 

（４）作業中は節水・節電を心がけ、また、各庁舎の職員及び来庁者の通行

に極力支障を生じないよう留意するとともに、機器を操作する際には、

事由の大小に関わらず、各庁舎の担当者に報告するものとし、受託者

の責めに帰すべき事由により事故が発生した場合は、受託者がその責

任を負うこと。 

 

７ 施設・設備の使用等に関する事項 

庁舎の施設・設備については、火気に十分注意し、常に整理整頓を心

がけるとともに、業務実施に際し、建築物、設備、物品等に損害を及ぼ

すことのないよう十分注意し、万一損害を与えた場合には、直ちに各庁

舎の担当者に報告した上で原状回復をすること。なお、原状回復に要し

た費用は受託者において負担すること。 

 

８ 入札書及び落札者の決定について 

（１）本入札は「電子調達システム」にて執行する。 

（２）紙入札者の入札書の提出は、郵送若しくは持参によることとする。詳

細は「入札説明書」等を参照のこと。 

（３）入札書に記載する金額は、当該仕様書の内容を全て履行するために必

要な諸費用全てとして、消費税は含まないものとする。 



 

（４）入札書に記載された金額が、予定価格の範囲内であり、かつ最も低額

であったものを落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価

格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされ

ないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当

であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって

入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする

ことがある。 

（５）入札金額の内訳に記載する金額は、消費税抜きとする。また、落札者

にあたっては、各施設、各月ごとに労務費等の単価、数量及び単位を

明記するなど、当該仕様書の内容をすべて履行するために必要な諸費

用の詳細が分かるものを落札後に提出すること。 

（６）落札者の決定通知があり次第、受託者は各庁舎との調整を行い、委託

開始日から確実に業務が実施できるようにしておくこと。 

 

９ 競争参加資格（応札要件） 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、

未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認めら

れる者であること。 

（４）経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者で、適正

な契約の履行が確保される者であること。 

（５）厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 

（６）令和７・８・９年度厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）にお

いて、東北地域の「役務の提供等」のうち営業品目が「建物管理等各

種保守管理」でＡ、Ｂ又はＣ等級のいずれかの等級に格付けされる者

であること。 

（７）社会保険等（厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌する

もの）、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。）

の制度が適用される者にあっては、これに加入し、該当する制度の直

近２年間（労働者災害補償保険及び雇用保険は２保険年度）の保険料

の滞納がないこと。 

（８）その他予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、過去１年以内に、

厚生労働省所管法令の違反により行政処分を受け又は送検されていな

いこと、また、事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 



 

１０ 請求および代金の支払について 

（１）請求書のあて先は「官署支出官秋田労働局長」とし、余白に振込先金

融機関を表示すること。 

（２）代金の請求は、各月末日で締め切ること。また、別添１－１「庁舎清

掃業務委託先一覧表」に記載している請求書の区分毎に請求書を発行

し、それぞれに消費税を加算した額を請求するものとする。 

（３）請求書には施設毎の内訳を記載すること。 

（４）当方の支払は、適正な請求書の受理後、３０日以内に指定された金融

機関へ振り込むこととする。 

 

１１ その他 

 （１）再委託についての要件は、別紙のとおりとする。 

（２）当該入札に係る現場確認を行う場合は、事前に各清掃対象施設の担当

者に連絡の上、実施すること。 


